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奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を

改正する条例

奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

奈良市児童相談所基金条例

奈良市手数料条例の一部を改正する条例

奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

奈良市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例

奈良市月ヶ瀬福祉センター条例の一部を改正する条例

奈良市都祁福祉センター条例の一部を改正する条例

奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

奈良市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

奈良市動物愛護管理員設置条例

奈良市食品衛生法の営業の施設に関する公衆衛生の基準を定める条例を廃止

する条例

奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例

奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例

奈良市工場立地法準則条例

奈良市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

奈良市伝統的家屋交流施設条例を廃止する条例

奈良市道路占用料に関する条例等の一部を改正する条例

奈良市学校給食センター条例の一部を改正する条例

子ども育成課

選挙管理委員会事

務局

子育て相談課

市民課、保健衛生

課、開発指導課、

建築指導課

福祉政策課

法務ガバナンス課

人事課

長寿福祉課

長寿福祉課

保護第一課、保護

第二課

障がい福祉課

保健衛生課

保健衛生課

保健・環境検査課

廃棄物対策課

国保年金課

産業政策課

産業政策課

月ヶ瀬行政セン

ター地域振興課

土木管理課、公園

緑地課

保健給食課
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奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び奈良市病院事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例

奈良市介護保険条例の一部を改正する条例

企業局経営企画

課、医療政策課

介護福祉課
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条　　　　　　例

　奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例をここ
に公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第１号
　　　	奈良市行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利
用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改
正する条例

　奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例（平成27年奈良市条例第42号）
の一部を次のように改正する。
　別表第２の１の項中
「 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）
又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭
和57年法律第80号）による医療に関する
給付の支給又は保険料の徴収に関する情
報（以下「医療保険給付関係情報」とい
う。）であって規則で定めるもの 」

を

「 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）
又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭
和57年法律第80号）による医療に関する
給付の支給又は保険料の徴収に関する情
報（以下「医療保険給付関係情報」とい
う。）であって規則で定めるもの
健康保険法（大正11年法律第70号）、船
員保険法（昭和14年法律第73号）、私立
学校教職員共済法（昭和28年法律第245
号）、国家公務員共済組合法（昭和33年
法律第128号）、地方公務員等共済組合法
（昭和37年法律第152号）その他の法令に
よる医療に関する給付の支給又は保険料
の徴収に関する情報であって規則で定め
るもの 」

に改める。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する
条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第２号

　　　	奈良市報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例

　奈良市報酬及び費用弁償に関する条例（昭和27年奈良市
条例第30号）の一部を次のように改正する。
　別表第１備考第３項中「投票所の投票立会人及び期日前
投票所の投票立会人」を「投票所及び期日前投票所の投票
管理者及び投票立会人」に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　 （適用区分）
２	　この条例による改正後の奈良市報酬及び費用弁償に関
する条例別表第１備考第３項の規定は、この条例の施行
の日（以下「施行日」という。）以後その期日を公示さ
れ又は告示される選挙等について適用し、施行日の前日
までにその期日を公示され又は告示された選挙等につい
ては、なお従前の例による。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市児童相談所基金条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第３号
　　　	奈良市児童相談所基金条例
　 （設置）
第	１条　本市における児童相談所の整備及び運営に必要な
資金を積み立てるため、奈良市児童相談所基金（以下「基
金」という。）を設置する。
　 （積立て）
第	２条　基金として積み立てる額は、次に掲げるものとす
る。
　⑴　前条の目的のための寄附金
　⑵	　奈良市一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）
で定める額

　 （管理）
第	３条　基金に属する現金は、金融機関への預金その他最
も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
　 （運用益金の処理）
第	４条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、
この基金に編入するものとする。
　 （繰替運用等）
第	５条　市長は、財政上必要があると認めるときは、確実
な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する
現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定める
ところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
　 （処分）
第	６条　基金は、その設置目的を達成するために必要な財
源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分するこ
とができる。
　 （委任）
第	７条　この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し
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必要な事項は、市長が定める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第４号
　　　	奈良市手数料条例の一部を改正する条例
　奈良市手数料条例（平成12年奈良市条例第４号）の一部
を次のように改正する。
　別表第16項中「第13条第２項」を「第13条第３項若しく
は第13条の２」に改め、同表第24項中「又は第63条第３項
第７号イ」を「、第63条第３項第７号イ又は第68条の69第
３項第７号イ」に改め、同表第34項中「又は第63条第３項
第７号ロ」を「、第63条第３項第７号ロ又は第68条の69第
３項第７号ロ」に改め、同表第112項中「第４条第４項」
を「第４条第３項」に改める。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改
正規定（同表第112項に係る部分に限る。）は、令和２年４
月１日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正す
る条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第５号
　　　	奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例
　奈良市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年奈良
市条例第21号）の一部を次のように改正する。
　第15条第３項を次のように改める。
３	　償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び
違約金については、法第13条、第14条第１項及び第16条
並びに令第８条、第９条及び第12条の規定によるものと
する。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例を
ここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第６号
　　　	奈良市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条

例

　 （趣旨）
第	１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第243条の２第１項の規定に基づき、市長若しくは委員
会の委員若しくは委員又は職員（同法第243条の２の２
第３項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。
以下「市長等」という。）の市に対する損害を賠償する
責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定める
ものとする。
　 （損害賠償責任の免責額）
第	２条　市長等の市に対する損害を賠償する責任は、市長
等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき
は、市長等が賠償の責任を負う額から、地方自治法施行
令（昭和22年政令第16号）第173条第１項第１号に規定
する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の表
の左欄に掲げる市長等の区分に応じ、同表の右欄に定め
る数を乗じて得た額を控除して得た額について免れるも
のとする。

市　長　等　の　区　分 乗じる数

１　市長 ６

２	　副市長、教育委員会の教育長若しくは委
員、選挙管理委員会の委員又は監査委員

４

３	　公平委員会の委員、農業委員会の委員、
固定資産評価審査委員会の委員、消防長
又は公営企業管理者

２

４　職員（前２項に掲げる職員を除く。） １

　 （委任）
第	３条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第７号
　　　	議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例
　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す
る条例（昭和42年奈良市条例第34号）の一部を次のように
改正する。
　第５条に次の１号を加える。
　⑸	　給料を支給される職員　法第２条第４項に規定する
平均給与額の例により実施機関が市長と協議して定め
る額

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職
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員の公務災害補償等に関する条例第５条の規定は、この
条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の
災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

	 （令和２年３月31日掲示済）
	

　奈良市月ヶ瀬福祉センター条例の一部を改正する条例を
ここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第８号
　　　	奈良市月ヶ瀬福祉センター条例の一部を改正する条

例
　奈良市月ヶ瀬福祉センター条例（平成16年奈良市条例第
54号）の一部を次のように改正する。
　第４条の２中「、次項に定めるものを除き」及び「（第２・
第４土曜日は、午前９時から午後９時まで）」を削る。
　第	４条の３中「、次項に定めるものを除き」を削る。
　第５条第３項中「次の」の次に「各号の」を加え、同項
第２号中「き損」を「毀損」に改める。
　第	６条第１項中「次の」の次に「各号の」を加える。
　第12条第１項及び第13条第１号中「き損」を「毀損」に
改める。
　第14条中「次の」の次に「各号の」を加える。
　別表の１の表を次のように改める。
　１	　センター使用料（パターゴルフ場及びグラウンドゴ

ルフ場を除く。）

区　分
午　前 午　後 全　日

９：00～12：00 13：00～17：00 ９：00～17：00
円 円 円

談話室 2,500 2,500 5,000
料理実習室 2,500 2,500 5,000
会議室 1,000 1,000 2,000
ミニグラウ
ンド 300 300 600

グラウンド
（多目的広場） 500 500 1,000

ゲートボー
ル場 500 500 1,000

　別表の２の表の見出し中「、グラウンドゴルフ場及びゲー
トボール場」を「及びグラウンドゴルフ場」に改め、同表
ゲートボール場の項を削る。
　別表中３の表を削り、４の表を３の表とする。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例による改正後の奈良市月ヶ瀬福祉センター条
例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に
係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使
用料については、なお従前の例による。

	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市都祁福祉センター条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第９号
　　　	奈良市都祁福祉センター条例の一部を改正する条例
　奈良市都祁福祉センター条例（平成17年奈良市条例第25
号）の一部を次のように改正する。
　第４条の２の見出しを「（開館時間等）」に改め、同条第
１項中「次のとおり」を「午前９時から午後５時まで」に
改め、同項各号を削り、同条第２項中「前項」を「前２項」
に、「入場時間」を「開場時間」に改め、同項を同条第３
項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。
２	　前項の規定にかかわらず、入浴施設の開場時間は、午
前11時から午後４時までとする。ただし、午後３時30分
以後の入場は認めないものとする。
　第４条の３第１項第２号中「国民の祝日」を「国民の祝
日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する国民
の祝日」に改める。
　第５条第３項中「次の」の次に「各号の」を加え、同項
第２号中「き損」を「毀損」に改める。
　第６条第１項中「次の」の次に「各号の」を加える。
　第11条第１項及び第12条第１号中「き損」を「毀損」に
改める。
　第13条中「次の」の次に「各号の」を加える。
　別表の１の表を次のように改める。
　１　多目的施設使用料

区　分
午　前 午　後 全　日

９：00～12：00 13：00～17：00 ９：00～17：00
円 円 円

屋根付き施
設（１面に
つき）

1,000 1,000 2,000

屋根付き以
外の施設
（１面につき）

500 500 1,000

　　　附　則
　 （施行期日）
1　この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。
　 （経過措置）
2 		　この条例による改正後の奈良市都祁福祉センター条例
別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係
る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用
料については、なお従前の例による。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定
める条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
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奈良市条例第10号
　　　	奈良市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準

を定める条例
　 （趣旨）
第	１条　この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。
以下「法」という。）第68条の５第１項の規定に基づき、
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めるも
のとする。

　 （定義）
第	２条　この条例において使用する用語の意義は、法及び
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（令和元年
厚生労働省令第34号。以下「無料低額宿泊所基準」とい
う。）において使用する用語の例による。

　 （無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準）
第	３条　無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、
次条に定めるもののほか、無料低額宿泊所基準の定める
ところによる。

　 （暴力団の排除）
第	４条　無料低額宿泊所の事業者は、その運営に当たって
は、奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24号）
第２条第１号に規定する暴力団を利することとならない
ようにしなければならない。

　 （委任）
第	５条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

　　　附　則
　 （施行期日）
第１条　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （無料低額宿泊所基準の規定の引用に関する経過措置）
第	２条　第３条の規定の適用に関する経過措置は、無料低
額宿泊所基準附則及び無料低額宿泊所基準を改正する省
令附則に規定する経過措置の例による。

	 （令和２年３月31日掲示済）
	

　奈良市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基
準等に関する条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第11号
　　　	奈良市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例
　 （趣旨）
第	１条　この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。
以下「法」という。）第21条の５の４第１項第２号、第
21条の５の15第３項第１号、第21条の５の17第１項第１
号及び第２号並びに第21条の５の19第１項及び第２項の
規定に基づき、指定通所支援の事業等の人員、設備及び
運営の基準等を定めるものとする。

　 （定義）
第	２条　この条例において使用する用語の意義は、法及び
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備

及び運営に関する基準（平成24年厚生労働省令第15号。
以下「指定通所支援基準」という。）において使用する
用語の例による。
　 （指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等）
第	３条　指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基
準等は、次条から第10条までに定めるもののほか、指定
通所支援基準の定めるところによる。
　 （暴力団の排除）
第	４条　指定障害児通所支援事業者は、その事業の運営に
当たっては、奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条
例第24号）第２条第１号に規定する暴力団を利すること
とならないようにしなければならない。
　 （申請者の要件）
第	５条　法第21条の５の15第３項第１号の条例で定める者
は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援（病院又
は診療所により行われるものに限る。）に係る指定の申
請にあっては、この限りでない。
　 （管理者の特例）
第	６条　指定障害児通所支援事業者がその事業を行う事業
所ごとに置かなければならない管理者は、常勤とする。
　 （勤務体制の確保等の特例）
第	７条　指定障害児通所支援事業者は、従業者に対し、そ
の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うよう努めなけ
ればならない。
　 （非常災害対策の特例）
第	８条　指定障害児通所支援事業者（指定児童発達支援、
指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービス
の事業を行う者に限る。）は、非常災害に備えるために
定期的に実施する避難訓練、救出訓練その他必要な訓練
の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連
携に努めなければならない。
　 （身体拘束等の禁止）
第	９条　指定障害児通所支援事業者は、サービスの提供に
当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保
護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ
の他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」
という。）を行ってはならない。
２	　指定障害児通所支援事業者は、前項の緊急やむを得な
い場合の判断等を行うための合議体を設置しなければな
らない。
３	　指定障害児通所支援事業者は、やむを得ず身体拘束等
を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況、緊急やむを得ない理由（当該理由について
検討した過程を含む。）、解除予定日並びに解除に向けた
具体的な取組その他必要な事項を記録しなければならな
い。
４	　指定障害児通所支援事業者は、従業者に対し、身体拘
束等の廃止のための研修を定期的に実施しなければなら
ない。
　 （報告）
第	10条　指定障害児通所支援事業者は、サービスの向上に

号外第15号
令和２年８月14日
　　（金 曜 日）奈 良 市 公 報

― 6 ―



関する施策の推進を図るため市長が別に定めるところに
よりそのサービスの状況、質の評価及び改善の取組等に
ついて報告を求めたときは、協力しなければならない。

　 （委任）
第	11条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に
定める。

　　　附　則
　 （施行期日）
第	１条　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （指定通所支援基準の規定の引用に関する経過措置）
第	２条　第３条の規定の適用に関する経過措置は、指定通
所支援基準附則及び指定通所支援基準を改正する省令附
則に規定する経過措置の例による。

	 （令和２年３月31日掲示済）
	

　奈良市動物愛護管理員設置条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第12号
　　　	奈良市動物愛護管理員設置条例
　 （趣旨）
第	１条　この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律（昭
和48年法律第105号。以下「法」という。）第37条の３第
１項の規定に基づく動物愛護管理員の設置に関し必要な
事項を定めるものとする。

　 （動物愛護管理員）
第	２条　法第37条の３第１項の規定に基づき、動物の愛護
及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員
を置く。

　 （その他）
第	３条　この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この条例は、令和２年６月１日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市食品衛生法の営業の施設に関する公衆衛生の基準
を定める条例を廃止する条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第13号
　　　	奈良市食品衛生法の営業の施設に関する公衆衛生の

基準を定める条例を廃止する条例
　奈良市食品衛生法の営業の施設に関する公衆衛生の基準
を定める条例（平成13年奈良市条例第47号）は、廃止する。
　　　附　則
　 （施行期日）
１	　この条例は、令和２年６月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例の施行の日から起算して１年間は、この条例
による廃止前の奈良市食品衛生法の営業の施設に関する
公衆衛生の基準を定める条例第２条の規定は、なおその

効力を有する。この場合において、同条中「法第50条第
２項の規定による公衆衛生上講ずべき措置の基準」とあ
るのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30
年法律第46号）附則第５条に規定する基準」とする。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を
改正する条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第14号
　　　		奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一

部を改正する条例
　奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成13
年奈良市条例第50号）の一部を次のように改正する。
　第３条第２項第２号中「写し」の次に「及び前条第３項
の規定により登録を受けようとする者にあっては、当該浄
化槽管理士が第10条第３項に規定する研修を受けているこ
とを証する書面」を加える。
　第10条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第
２項の次に次の１項を加える。
３	　浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに置かれる浄
化槽管理士に、第２条第２項に規定する登録の有効期間
ごとに１回以上、浄化槽の保守点検に関して必要な知識
及び技能に関する研修であって市長が指定するものを受
けさせなければならない。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例の施行の際現に奈良市浄化槽保守点検業者の
登録に関する条例第２条第１項又は第３項の登録を受け
て浄化槽の保守点検を行う事業を営んでいる者（次項に
おいて「既登録業者」という。）に対するこの条例によ
る改正後の奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条
例（次項において「新条例」という。）第10条第３項の
規定の適用については、同項中「第２条第２項に規定す
る登録の有効期間ごと」とあるのは、「奈良市浄化槽保
守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
（令和２年奈良市条例第14号）の施行の日から令和７年
３月31日までの間及び同条例の施行の日以後に開始する
第２条第２項に規定する登録の有効期間ごと」とする。	
３	　既登録業者が、令和７年３月31日以前に有効期間が満
了となる登録の更新の登録を受けようとする場合におい
て、その営業所ごとに置かれる浄化槽管理士に新条例第
10条第３項に規定する研修を受けさせていないときは、
新条例第３条第２項第２号の規定（当該浄化槽管理士が
新条例第10条第３項に規定する研修を受けていることを
証する書面に限る。）は、適用しない。
	 （令和２年３月31日掲示済）
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　奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第15号
　　　	奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する

条例
目次
　第１章　総則（第１条―第５条）
　第	２章　埋立て等に使用される土砂等の環境上の基準（第
６条）

　第３章　不適正な埋立て等の禁止（第７条・第８条）
　第４章　土砂等の埋立て等の許可等（第９条―第29条）
　第５章　許可に係る関係者の義務（第30条―第33条）
　第６章　保証金の預託（第34条―第36条）
　第７章　土砂等搬入禁止区域（第37条―第39条）
　第８章　手数料（第40条）
　第９章　雑則（第41条―第46条）
　第10章　罰則（第47条―第52条）
　附則
　　　第１章　総則
　 （目的）
第	１条　この条例は、土砂等による土地の埋立て等につい
て必要な規制を行うことにより、埋立て等の適正化を図
り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資すること
を目的とする。
　 （定義）
第	２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
　⑴	　土砂等　土、砂、破砕石又はこれらに類するもので
あって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45
年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第２
条第１項に規定する廃棄物（以下「廃棄物」という。）
以外のものをいう。

　⑵	　埋立て等　土砂等による土地の埋立て、盛土その他
土地への堆積（製品の製造又は加工のための原材料の
堆積を除く。）を行う行為をいう。

　⑶	　事業主　事業活動を自ら行う者又は発注者をいう。
　⑷	　事業施工者　事業主との契約により施工を請け負う
全ての者及びその下請負人全てをいう。

　⑸	　事業者　事業主及び事業施工者をいう。
　 （事業者の責務）
第	３条　事業者は、その事業活動において、保有し、又は
管理する土砂等の適正な処理を行うとともに、埋立て等
による災害及び生活環境の保全上の支障の発生を未然に
防止しなければならない。
２	　土砂等を発生させる事業者は、発生させる土砂等の減
量化を図るとともに、発生させた土砂等の有効な利用の
促進に努めなければならない。
３	　埋立て等を行う事業者は、地域住民の理解を得るよう
努めるとともに、当該埋立て等に伴う苦情又は紛争が生

じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければな
らない。
　 （土地所有者等の責務）
第	４条　土地の所有者、占有者又は管理者（以下「土地所
有者等」という。）は、その所有し、占有し、又は管理
する土地（以下「所有地等」という。）において、不適
正な埋立て等が行われないよう努めなければならない。
　 （市の責務）
第	５条　市は、埋立て等による災害及び生活環境の保全上
の支障の発生を未然に防止するため、埋立て等の状況を
把握し、不適正な埋立て等を監視する体制を整備すると
ともに、必要な施策を推進するものとする。
　　　第２章　	埋立て等に使用される土砂等の環境上の基

準
第	６条　市長は、埋立て等に使用される土砂等が土壌の汚
染を防止するために満たすべき環境上の基準（以下「土
壌基準」という。）を規則で定めるものとする。
２	　土壌基準は、環境基本法（平成５年法律第91号）第16
条第１項の基準のうち土壌の汚染に係るものに準じて定
めるものとする。
　　　第３章　不適正な埋立等の禁止
　 （土壌基準に適合しない土砂等を使用する埋立て等の禁止）
第	７条　何人も、土壌基準に適合しない土砂等を使用して
埋立て等を行い、土壌基準に適合しない土砂等を使用す
る埋立て等を委託し、又は土壌基準に適合しない土砂等
を使用する埋立て等の用に供するためにその所有地等を
使用させてはならない。ただし、生活環境の保全上必要
な措置が講じられているものとして規則で定める埋立て
等については、この限りでない。
２	　市長は、前項の規定に違反して、土壌基準に適合しな
い土砂等が使用されている、又はそのおそれがあり、生
活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある
と認められるときは、必要な限度において、次の各号に
掲げる者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置
を講ずべきことを命ずることができる。
　⑴	　当該埋立て等を行った者　当該埋立て等の停止及び
土壌の汚染の状態の調査並びに生活環境の保全上の支
障の除去又は発生の防止のために必要な措置

　⑵	　当該埋立て等を委託した者　当該埋立て等の委託の
停止及び土壌の汚染の状態の調査並びに生活環境の保
全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置

　⑶	　当該埋立て等の用に供するためにその所有地等を使
用させた土地所有者等　当該埋立て等を目的とする所
有地等の提供の停止及び土壌の汚染の状態の調査並び
に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のた
めに必要な措置

　 （崩落防止等）
第	８条　何人も、土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出
するおそれのある埋立て等を行い、土砂等が崩落し、飛
散し、若しくは流出するおそれのある埋立て等を委託し、
又は土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出しないよう
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必要な措置を講じないおそれのある者にその所有地等を
使用させてはならない。

２	　市長は、前項の規定に違反して、埋立て等に使用され
た土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれ
らのおそれがあり、災害が生じ、又は生ずるおそれがあ
ると認められるときは、必要な限度において、次の各号
に掲げる者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措
置を講ずべきことを命ずることができる。

　⑴	　当該埋立て等を行った者　当該埋立て等の停止及び
災害を防止するために必要な措置

　⑵	　当該埋立て等を委託した者　当該埋立て等の委託の
停止及び災害を防止するために必要な措置

　⑶	　当該埋立て等の用に供するためにその所有地等を使
用させた土地所有者等　当該埋立て等を目的とする所
有地等の提供の停止及び災害を防止するために必要な
措置

　　　第４章　土砂等の埋立て等の許可等
　 （埋立て等の許可）
第	９条　埋立て等を行おうとする者は、埋立て等の用に供
する区域（以下「埋立事業区域」という。）ごとに、あ
らかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、
次に掲げる埋立て等については、この限りでない。

　⑴	　埋立事業区域の面積が500平方メートル未満である
埋立て等（当該埋立事業区域を含む一団の土地の区域
でその面積が500平方メートル以上のものにおいて埋
立て等を行うこととなるものを除く。）

　⑵	　埋立て等の高さが１メートル以下となる埋立て等
　⑶	　土地の造成その他の事業の区域において行う埋立て

等であって、当該事業の区域において採取された土砂
等のみを用いて行うもの

　⑷	　国、地方公共団体その他規則で定める者が行う埋立
て等

　⑸	　法令等に基づく許可、認可等を受けて行う埋立て等
のうち規則で定めるもの

　⑹	　非常災害のために必要な応急措置として行う埋立て
等

　⑺	　その他規則で定める埋立て等
　 （土地所有者等の同意）
第	10条　前条の許可を受けようとする者（以下「申請者」
という。）は、あらかじめ、規則で定めるところにより、
当該申請に係る埋立事業区域内の土地所有者等に対し、
第12条第１項の規定による申請の場合にあっては同項各
号に掲げる事項を、同条第２項の規定による申請の場合
にあっては同項各号に掲げる事項を説明し、その同意を
得なければならない。

２	　第15条第１項の規定による変更の許可を受けようとす
る者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該
申請に係る埋立事業区域内の土地所有者等に対し、同条
第２項各号に掲げる事項を説明し、その同意を得なけれ
ばならない。

３	　第26条第１項の規定による地位の承継の承認を受けよ

うとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、
当該申請に係る埋立事業区域内の土地所有者等に対し、
同条第２項各号に掲げる事項を説明し、その同意を得な
ければならない。
　 （周辺地域の住民への周知）
第	11条　申請者は、あらかじめ、規則で定めるところによ
り、埋立事業区域の周辺地域の住民に対し、埋立て等の
計画の内容について説明会を開催する等、当該埋立て等
の周知に関し必要な措置を講じ、その結果を記載した書
面を作成しなければならない。
２	　前項の規定は、第15条第１項の規定による変更の許可
の申請をしようとする者について準用する。
　 （許可の申請の手続）
第	12条　申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市
長に提出しなければならない。
　⑴	　氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表
者の氏名並びに主たる事務所の所在地）

　⑵	　埋立て等の目的及び種別
　⑶	　埋立事業区域の位置及び面積
　⑷	　埋立て等に供する施設の設置に関する計画
　⑸	　埋立て等に使用される土砂等の量
　⑹	　埋立て等の期間
　⑺	　埋立て等の土砂等の堆積量が最大となる時（以下「最
大堆積時」という。）及び完了時の埋立事業区域にお
ける土地及び土砂等の堆積の形状

　⑻	　埋立て等に使用される土砂等の搬入に関する計画
　⑼	　廃棄物の土砂等への混入を防止するために講ずる措
置

　⑽	　土壌基準に適合しない土砂等の使用を防止するため
に講ずる措置

　⑾	　埋立て等が施工されている間における埋立事業区域
外への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害を防止
するために講ずる措置及び埋立事業区域の周辺地域の
生活環境を保全するために講ずる措置

　⑿	　埋立事業区域外への排水の水質検査を行う場合は、
そのために講ずる措置

　⒀	　前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
２	　前項の規定にかかわらず、埋立て等が埋立事業区域外
への搬出を目的として行われるもの（以下「一時堆積」
という。）である場合にあっては、申請者は、次に掲げ
る事項を記載した申請書を市長に提出しなければならな
い。
　⑴	　前項第１号から第４号まで及び第７号から第13号ま
でに掲げる事項

　⑵	　年間の埋立て等に使用される土砂等の搬入の予定量
及び搬出の予定量

　⑶　埋立事業区域における土地及び土砂等の堆積の形状
　⑷	　前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項
３	　前２項の申請書には、第10条第１項の同意を得たこと
を証する書面、埋立事業区域及びその周辺の状況を示す
図面、前条第１項に規定する書面その他規則で定める図
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書を添付しなければならない。
４	　申請者は、第１項第６号の埋立て等の期間について３
年を超えて申請することができない。

　 （許可の基準）
第	13条　市長は、前条の規定による申請があった場合は、
当該申請の内容が次の各号のいずれにも適合していると
認めるときでなければ、第９条の許可をしてはならない。

　⑴	　事業者、管理責任者、規則で定める使用人（以下「特
定使用人」という。）及び次項第５号に規定する保証
人（以下これらの者を「事業者等」という。）が次の
いずれにも該当しないこと。

　　ア　破産者で復権を得ないもの
　　イ	　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から５年を経過
しない者

　　ウ	　次のいずれかの事由により、罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ
た日から５年を経過しない者

　　　ア	　廃棄物処理法、浄化槽法（昭和58年法律第43
号）、この条例その他生活環境の保全を目的とす
る法令で規則で定めるものに違反したこと。

　　　イ	　アに掲げる法令の規定に基づく処分に違反した
こと。

　　　ウ	　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律（平成３年法律第77号。同法第32条の３第７項
又は第32条の11第１項の規定を除く。）に違反し
たこと。

　　　エ	　刑法（明治40年法律第45号）第204条、第206条、
第208条、第208条の２、第222条又は第247条の罪
を犯したこと。

　　　オ	　暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正15年法律第
60号）の罪を犯したこと。

　　エ	　奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24
号）第２条第４号に規定する暴力団員等

　　オ	　第７条、第８条、第27条、第31条又は第33条の規
定による命令（これらの規定（第33条を除く。）に
よる埋立て等の停止の命令を除く。カにおいて同
じ。）を受けた者で、当該命令に係る必要な措置を
市長が定めた期限までに完了していないもの

　　カ	　第７条、第８条、第27条、第31条又は第33条の規
定による命令を受けた者で、当該命令に係る必要な
措置を市長が定めた期限までに完了していない法人
の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又は
これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか
なる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に
対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認
められる者を含む。以下同じ。）

　　キ	　第７条、第８条又は第27条の規定による埋立て等
の停止の命令を受けた者で、その停止の期間を経過
しないもの

　　ク	　第７条、第８条又は第27条の規定による埋立て等
の停止の命令を受けた者で、その停止の期間を経過
しない法人の役員

　　ケ	　第28条第１項（第３号及び第４号を除く。）の規
定により許可を取り消され、その取消しの日から５
年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法
人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る
奈良市行政手続条例（平成11年奈良市条例第19号）
第15条第１項の規定による通知（以下「聴聞通知」
という。）があった日前60日以内に当該法人の役員
であった者で、当該取消しの日から５年を経過しな
いものを含む。）

　　コ	　第28条第１項（第３号及び第４号を除く。）の規
定により許可を取り消す処分に係る聴聞通知があっ
た日から当該処分をする日又は処分をしないことを
決定する日までの間に第24条第１項の規定による届
出をした者（当該届出がなかった場合は、当該処分
を受けることになった者として市長が認める者に限
る。）で、当該届出の日から５年を経過しないもの（当
該届出をした者が法人である場合にあっては聴聞通
知があった日前60日以内に当該法人の役員若しくは
特定使用人であった者、当該届出をした者が個人で
ある場合にあっては聴聞通知があった日前60日以内
に当該個人の特定使用人であった者で、当該届出の
日から５年を経過しないものを含む。）

　　サ	　埋立て等の事業に関し不正又は不誠実な行為をす
るおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある
者

　　シ	　営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未
成年者で、その法定代理人（法定代理人が法人であ
る場合にあっては、その役員を含む。）がアからサ
までのいずれかに該当するもの

　　ス	　法人でその役員のうちにアからサまでのいずれか
に該当する者があるもの

　　セ　エに掲げる者がその事業活動を支配する法人
　⑵	　第10条第１項の同意を得ていること。
　⑶	　埋立事業区域を含む土地と隣接する土地との境界が
確定していること。

　⑷	　埋立て等に使用される土砂等の採取場所が特定され
ていること。

　⑸	　許可を受けた日から６月以内に埋立て等に着手する
計画となっていること。

　⑹	　廃棄物の土砂等への混入を防止するために必要な措
置が講じられていること。

　⑺	　土壌基準に適合しない土砂等の使用を防止するため
に必要な措置が講じられていること。

　⑻	　埋立て等が施工されている間における埋立事業区域
外への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害を防止
するために必要な措置及び埋立事業区域の周辺地域の
生活環境を保全するために必要な措置が講じられてい
ること。
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　⑼	　埋立て等の最大堆積時及び完了時の埋立事業区域に
おける土地及び土砂等の堆積の形状（当該申請が一時
堆積に係るものである場合にあっては、埋立事業区域
における土地及び土砂等の堆積の形状）並びに埋立て
等に供する施設の計画が、当該申請に係る埋立事業区
域外への土砂等の崩落、飛散又は流出による災害のお
それがないものとして規則で定める形状及び構造上の
基準に適合するものであること。

　⑽	　管理責任者を置くこと。
　⑾	　申請に係る埋立て等を的確に、かつ、継続して行う

に足りる資力を有しないことが明らかな者でないこと。
２	　市長は、前条の規定による申請の埋立事業区域の面積
が3,000平方メートル以上の場合は、次の各号のいずれ
にも適合していると認めるときでなければ、第９条の許
可をしてはならない。ただし、申請の内容が一時堆積に
係るものである場合にあっては、第４号及び第５号を除
く。

　⑴	　埋立て等の施工を管理する事務所（以下「管理事務
所」という。）を設置し、管理責任者を常駐させること。

　⑵	　埋立事業区域の表土が土壌基準に適合するものであ
ること。

　⑶	　埋立て等の事業が施工されている間において、排水
の水質検査を行うために必要な措置が講じられている
こと。

　⑷	　申請に係る埋立て等を的確に、かつ、継続して行う
に必要な能力を有すること。

　⑸	　災害の防止上及び生活環境の保全上必要な措置を行
うために必要な能力を有する者であって、当該埋立て
等を確実に行うことができると認められるものとして
規則で定める者（以下「保証人」という。）を立てて
いること。

　⑹	　第34条第３項の質権設定契約を締結していること。
　 （許可の条件）
第	14条　市長は、第９条の許可をするに当たり、有効期間
その他の災害の防止上又は生活環境の保全上必要な条件
を付することができる。

　 （変更の許可等）
第	15条　第９条の許可を受けた者（以下「許可事業者」と
いう。）は、第12条第１項各号及び第２項各号に掲げる
事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可
を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な
変更をしようとするときは、この限りでない。

２	　前項の規定による変更の許可を受けようとする許可事
業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出
しなければならない。

　⑴	　氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表
者の氏名並びに主たる事務所の所在地）

　⑵	　変更の内容及び理由
　⑶	　その他規則で定める事項
３	　前項の申請書には、第10条第２項の同意を得たことを
証する書面、変更に係る埋立事業区域及びその周辺の状

況を示す図面、第11条第２項において準用する同条第１
項に規定する書面その他規則で定める図書を添付しなけ
ればならない。
４	　前２条の規定は、第１項の規定による変更の許可につ
いて準用する。この場合において、第13条第１項第２号
中「第10条第１項」とあるのは、「第10条第２項」と読
み替えるものとする。
５	　許可事業者は、第１項ただし書の軽微な変更を行った
ときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から
30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
６	　前項の規定による届出には、規則で定める図書を添付
しなければならない。
　 （土地所有者等への通知）
第	16条　許可事業者は、当該許可を受けた日後15日以内
に、第10条第１項の同意をした土地所有者等に、当該許
可に係る申請が、第12条第１項の規定によるものである
場合にあっては当該許可に係る同項各号に掲げる事項
を、一時堆積によるものである場合にあっては当該許可
に係る同条第２項各号に掲げる事項を書面で通知しなけ
ればならない。
２	　前項の場合において、許可事業者は、当該許可に第14
条の規定により条件が付された場合にあっては、当該許
可を受けた日後15日以内に、前項に規定する事項のほか、
当該条件の内容を同項の土地所有者等に書面で通知しな
ければならない。
３	　前条第１項の変更の許可を受けた者は、当該変更の許
可を受けた日後15日以内に、第10条第２項に規定する同
意をした土地所有者等に、当該変更の許可に係る前条第
２項各号に掲げる事項及び当該変更の許可に前条第４項
において準用する第14条の規定により条件が付された場
合にあっては、当該条件の内容を書面で通知しなければ
ならない。
４	　許可事業者は、前条第１項ただし書の規則で定める軽
微な変更をしたときは、当該変更の日後30日以内に、当
該変更に係る埋立事業区域内の土地所有者等にその旨を
通知しなければならない。
　 （埋立て等の着手の届出）
第	17条　許可事業者は、当該許可に係る埋立て等に着手し
ようとするときは、着手する日の７日前までに、その旨
を市長に届け出るとともに、第10条第１項の同意をした
土地所有者等に通知しなければならない。
２	　前項の規定は、第15条第１項の規定による変更の許可
を受けた者について準用する。この場合において、前項
中「第10条第１項」とあるのは、「第10条第２項」と読
み替えるものとする。
　 （土砂等の搬入の報告）
第	18条　許可事業者は、当該許可に係る埋立事業区域に土
砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところに
より、土砂等を搬入しようとする日の７日前までに、当
該土砂等の採取場所ごとに、かつ、規則で定める量ごと
に、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等で
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あることを証する書面及び当該土砂等が土壌基準に適合
していることを証する書面を添えて、その旨を市長に報
告しなければならない。ただし、土壌の汚染のおそれが
ないものとして規則で定める場合は、当該土砂等が土壌
基準に適合していることを証する書面の添付を省略する
ことができる。

　 （土砂等管理台帳の作成）
第	19条　許可事業者は、規則で定めるところにより、当該
許可に係る埋立て等に用いた土砂等の量その他の規則で
定める事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、これを
保存しなければならない。

　 （土砂等の量の報告）
第	20条　許可事業者は、規則で定めるところにより、当該
許可に係る埋立て等に着手した日から、定期的に、前条
の規定により作成する土砂等管理台帳の写しを添付し
て、当該埋立て等に使用された土砂等の量（一時堆積で
ある場合にあっては、土砂等の搬入の量及び搬出の量）
を市長に報告しなければならない。

　 （水質検査等）
第	21条　許可事業者（埋立事業区域が3,000平方メートル
未満の者を除く。以下この項及び次項並びに第23条にお
いて同じ。）は、規則で定めるところにより、当該許可
に係る埋立て等を施工している間、定期的に、当該許可
に係る埋立事業区域外への排水の水質検査を行い、その
結果を市長に報告しなければならない。ただし、気象条
件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行う
ことができないと市長が認めるときは、この限りでない。

２	　許可事業者は、当該許可に係る埋立て等を完了し、又
は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許
可に係る埋立事業区域外への排水の水質検査を行い、そ
の結果を市長に報告しなければならない。ただし、気象
条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行
うことができないと市長が認めるときは、この限りでな
い。

３	　許可事業者は、当該許可に係る埋立事業区域外への排
水が規則で定める水質の基準（以下「水質基準」という。）
に適合していないことを確認したときは、当該事実を確
認した日から７日以内に、その旨を市長に報告するとと
もに、その原因の調査その他当該埋立て等により生じ、
又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支
障を除去するために必要な措置を講じなければならない。

　 （標識の掲示等）
第	22条　許可事業者は、規則で定めるところにより、当該
許可に係る埋立事業区域及び埋立て等に供する施設が設
置される区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る
埋立て等が施工されている間、氏名又は名称その他規則
で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

２	　許可事業者は、前項の規定により掲示した標識の記載
事項に変更が生じたときは、当該変更の日から15日以内
に、当該変更に係る事項を書き換えなければならない。

３	　許可事業者は、当該許可に係る埋立事業区域について、

その境界を明らかにするため、境界標を設けなければな
らない。
　 （関係図書の閲覧）
第	23条　許可事業者は、当該許可に係る管理事務所におい
て、当該許可に係る埋立て等が施工されている間、当該
埋立て等に関しこの条例の規定により市長に提出した図
書の写し及び第19条に規定する土砂等管理台帳を地域住
民その他当該埋立て等について利害関係を有する者の求
めに応じ、閲覧させなければならない。
　 （埋立て等の完了の届出等）
第	24条　許可事業者は、当該許可に係る埋立て等を完了
し、廃止し、若しくは休止し、又は休止した埋立て等を
再開したときは、規則で定めるところによりその旨を市
長に届け出なければならない。ただし、当該埋立て等の
休止をした場合であって、当該休止の期間が２月未満で
あるときは、この限りでない。
２	　市長は、前項の規定による届出（休止した埋立て等を
再開した場合の届出を除く。）があったときは、当該届
出に係る埋立て等が第９条の許可の内容に適合している
かどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者
に通知するものとする。
３	　前項の規定により当該届出に係る埋立て等が第９条の
許可の内容に適合していない旨の通知を受けた者は、当
該通知に係る埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散
又は流出による災害の防止上又は生活環境の保全上必要
な措置を講じなければならない。
　 （名義貸し等の禁止）
第	25条　許可事業者は、自己の名義をもって、第三者に当
該許可に係る埋立て等を行わせてはならない。
　 （地位の承継）
第	26条　許可事業者について相続、合併又は分割（当該許
可に係る事業の全部を承継させるものに限る。）があっ
たときは、相続人（相続人が２人以上ある場合で、その
全員の同意により承継すべき相続人を選定したときに
あっては、その者。第５項において同じ。）、合併後存続
する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によ
り当該許可に係る事業の全部を承継した法人は、市長の
承認を受けて、当該許可事業者が有していた第９条の許
可に基づく地位を承継することができる。
２	　前項の承認を受けようとする者（以下「承継申請者」
という。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長
に提出しなければならない。
　⑴	　氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表
者の氏名並びに主たる事務所の所在地）

　⑵	　許可事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その
名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）

　⑶	　承継申請者が第13条第１項第１号シの営業に関し成
年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合
には、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が
法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏
名並びに主たる事務所の所在地）
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　⑷	　前３号に掲げるもののほか、規則で定める事項
３	　前項の申請書には、第10条第３項に規定する同意を得
たことを証する書面、承認の申請に係る埋立事業区域及
びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める図書を
添付しなければならない。

４	　第13条第１項（第１号、第２号及び第11号に係る部分
に限る。）の規定は、第１項の承認について準用する。
この場合において、同条第１項第２号中「第10条第１項」
とあるのは、「第10条第３項」と読み替えるものとする。

５	　相続人が被相続人の死亡後90日以内に第１項の承認の
申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からそ
の承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日
までは、被相続人に対してした第９条の許可は、その相
続人に対してしたものとみなす。

　 （命令）
第	27条　市長は、許可事業者が埋立て等に使用した土砂等
が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそ
れがあり、災害が生じ、又は生ずるおそれがあると認め
るときは、必要な限度において、当該許可事業者及びそ
の事業施工者に対し、期限を定めて、当該許可に係る埋
立て等の停止及び災害を防止するために必要な措置を講
ずべきことを命ずることができる。

２	　市長は、第９条又は第15条第１項の規定に違反して許
可を受けないで埋立て等を行った者及びその事業施工者
に対し、期限を定めて、当該埋立て等に使用された土砂
等の全部又は一部を撤去するとともに、災害の防止上又
は生活環境の保全上必要な措置を講ずべきことを命ずる
ことができる。

３	　市長は、第24条第３項又は次条第２項に規定する者が、
土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の防止上又は生
活環境の保全上必要な措置を講じないときは、必要な限
度において、第24条第３項に規定する者及びその事業施
工者又は次条第２項に規定する者及びその事業施工者に
対し、期限を定めて、災害の防止上又は生活環境の保全
上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

４	　市長は、許可事業者に係る埋立て等が、第13条第１項
第８号又は第９号の規定に適合しないと認めるときは、
必要な限度において、当該許可事業者（前項の規定によ
る命令を受けた者を除く。）及びその事業施工者に対し、
期限を定めて、当該許可に係る埋立て等の停止及び災害
の防止上又は生活環境の保全上必要な措置を講ずべきこ
とを命ずることができる。

５	　市長は、許可事業者に係る埋立て等において土壌基準
に適合しない土砂等が使用され、又はそのおそれがあり、
生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあ
ると認められるときは、必要な限度において、当該許可
事業者及びその事業施工者に対し、期限を定めて、当該
許可に係る埋立て等の停止及び土壌の汚染の状態の調査
並びに生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止の
ために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

６	　市長は、許可事業者に係る埋立事業区域外への排水が

水質基準に適合しないことを確認したときは、必要な限
度において、当該許可事業者及びその事業施工者に対し、
期限を定めて、当該許可に係る埋立て等の停止及びその
原因の調査並びに生活環境の保全上の支障の除去又は発
生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずるこ
とができる。
　 （許可の取消し等）
第	28条　市長は、許可に係る事業者等が次の各号のいずれ
かに該当するときは、当該許可を取り消し、又は相当の
期間を定めて当該許可に係る埋立て等の停止を命ずるこ
とができる。
　⑴	　前条及びこの項の規定による命令に違反したとき。
　⑵	　偽りその他不正の手段により、第９条の許可、第15
条第１項の規定による変更の許可又は第26条第１項の
規定による承認を受けたとき。

　⑶	　第９条の許可を受けた日から起算して１年を経過し
た日までに当該許可に係る埋立て等に着手していない
とき。

　⑷	　１年以上引き続き埋立て等を施工していないとき。
　⑸　第13条第１項第１号に該当するに至ったとき。
　⑹	　第13条第２項第１号、第３号、第４号、第５号又は
第６号の規定に適合しなくなった場合

　⑺	　第14条（第15条第４項において準用する場合を含む。）
の規定により付された条件に違反したとき。

　⑻	　第15条第１項本文の規定に違反したとき。
　⑼	　第18条から第21条までの規定に違反したとき。
　⑽	　第25条の規定に違反したとき。
２	　前項の規定により第９条の許可の取消しを受けた者は、
当該取消しに係る埋立て等に使用された土砂等の崩落、
飛散又は流出による災害の防止上又は生活環境の保全上
必要な措置を講じなければならない。
　 （関係図書の保存）
第	29条　許可事業者は、当該許可に係る埋立て等について、
第24条第２項の規定による通知（完了及び廃止に係るも
のに限る。）を受けた日又は当該許可の取消しの日のい
ずれか早い日から３年を経過する日まで、当該許可に係
る土砂等管理台帳及び埋立て等に関してこの条例の規定
に基づいて市長に提出した図書の写しを保存しなければ
ならない。
　　　第	５章　許可に係る関係者の義務
　 （保証人の義務）
第	30条　保証人は、保証をした許可事業者が当該許可に係
る埋立て等の施工において、災害の防止上及び生活環境
の保全上必要な措置を講じないときは、許可事業者に代
わって、当該措置を講じなければならない。
　 （保証人に対する命令）
第	31条　市長は、第27条の規定による命令を受けた者が当
該命令に係る措置を講じないときは、当該命令に係る許
可事業者の保証人に対し、期限を定めて、災害の防止上
及び生活環境の保全上必要な措置を講ずべきことを命ず
ることができる。
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　 （同意をした土地所有者等の義務）
第	32条　第10条各項の同意をした土地所有者等は、当該同
意に係る埋立て等が施工されている間、規則で定めると
ころにより、定期的に当該埋立て等の施工の状況を確認
しなければならない。

２	　前項の土地所有者等は、同項の規定による確認の結果、
第９条の許可又は第15条第１項の規定による変更の許可
の内容（第10条各項の同意をした場合におけるものに限
る。次条第１項第１号において同じ。）と明らかに異な
る埋立て等が行われていることを知ったときは、直ちに、
当該埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止又は原
状回復その他の必要な措置を講ずることを求めるととも
に、当該事実を知った日から７日以内に、その旨を市長
に報告しなければならない。

３	　第１項の土地所有者等は、当該同意に係る埋立事業区
域の土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生
し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、当
該事実を知った日から７日以内に、その旨を市長に通報
しなければならない。

　 （同意をした土地所有者等に対する命令）
第	33条　市長は、埋立て等に使用された土砂等が崩落し、
飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあり、
災害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき
は、必要な限度において、第10条各項の同意をした土地
所有者等で次の各号のいずれかに該当する者に対し、期
限を定めて、当該許可に係る埋立て等に使用された土砂
等の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために必
要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

　⑴	　前条第１項の規定による確認（当該確認を行うべき
時期において、第９条の許可又は第15条第１項の規定
による変更の許可の内容と明らかに異なる埋立て等が
行われていた場合に限る。）を怠った者

　⑵	　前条第２項の規定による報告を怠った者
　⑶	　前条第３項の規定による通報を怠った者
　　　第６章　保証金の預託
　 （保証金の預託）
第	34条　申請者は、当該申請に係る埋立事業区域の面積が
3,000平方メートル以上であるときは、埋立て等の適正
な施工並びに埋立て等に使用する土砂等による災害の防
止及び生活環境の保全等を保証するため、市長と協議し
て定めた金融機関に、保証のための現金（以下「保証金」
という。）を定期預金により預入しなければならない。

２	　保証金の額は、300万円及び搬入土量（一時堆積であ
る場合にあっては、最大堆積時の土砂等の数量）に１立
方メートル当たり400円を乗じて得た額（その額に1,000
円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下こ
の項において同じ。）の合計額とする。ただし、搬入土
量を増加しようとするときは、当該増加する搬入土量に
１立方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。

３	　第１項の規定により保証金を預入した申請者は、預入
した保証金に市を質権者とする質権を設定するため、市

と質権設定契約を締結しなければならない。
４	　第１項及び前項の規定は、搬入土量を増加しようとす
る場合に準用する。この場合において、これらの規定中
「申請者」とあるのは、「第15条第１項の規定による変更
の許可を受けようとする者」と読み替えるものとする。
　 （保証金の使途）
第	35条　保証金は、許可事業者が当該許可に係る埋立て等
を適正に行わないことにより、当該埋立て等に使用した
土砂等による災害が生じ、若しくは生ずるおそれがある
にもかかわらず必要な措置を講じないとき、又は生活環
境の保全上の支障が生じ、若しくは生ずるおそれがある
にもかかわらず必要な措置を講じないときに、市が実施
する当該災害の防止、生活環境の保全等のための必要な
措置に要する経費に充てるものとする。
　 （質権設定契約の解除）
第	36条　市長は、第９条の許可又は第15条第１項の規定に
よる変更の許可の申請に対して許可をしないこととした
とき、又は第24条第１項本文の規定による届出があり、
同条第２項の規定による確認の結果、許可の内容に適合
していると認めたときは、第34条第３項の規定により締
結した質権設定契約を解除するものとする。
２	　前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、第34
条第３項の規定により締結した質権設定契約を解除する
ことができる。
　　　第７章　土砂等搬入禁止区域
　 （土砂等搬入禁止区域の指定）
第	37条　市長は、埋立事業区域（500平方メートル未満の
ものを除く。）及びその周辺の区域において埋立て等を
継続することにより、人の生命、身体又は財産を害する
おそれがあると認められる場合であって、この条例の目
的を達成するため必要があると認めるときは、当該埋立
事業区域及びその周辺の区域を、６月を超えない範囲で
期間を定めて、土砂等の搬入を禁止する区域（以下「土
砂等搬入禁止区域」という。）として指定することがで
きる。
２	　市長は、前項の規定による指定をしたときは、規則で
定めるところにより、その旨を公示するものとする。
３	　第１項の規定による指定は、前項の規定による公示を
もって効力を生ずる。
４	　市長は、第１項の規定による土砂等搬入禁止区域の指
定の期間が満了する時点において、いまだ指定の事由が
なくなっていないと認めるときは、当該指定に係る区域
について、同項の規定により土砂等搬入禁止区域として
指定することができる。
５	　市長は、第１項の規定による指定の準備をするため必
要がある場合においては、その職員に、他人の占有する
土地に立ち入り、測量させ、又は調査させることができ
る。
６	　市長は、第１項の規定による指定をしたときは、その
職員に、他人の占有する土地に立ち入り、土砂等搬入禁
止区域であることを明示する措置を講じさせることがで
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きる。
７	　前２項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろう
とする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人
に提示しなければならない。

　 （土砂等の搬入禁止）
第	38条　何人も、土砂等搬入禁止区域に土砂等を搬入して
はならない。

　 （土砂等搬入禁止区域の解除）
第	39条　市長は、土砂等搬入禁止区域の指定の事由がなく
なったと認めるときは、当該土砂等搬入禁止区域の指定
を解除するものとする。

２	　第37条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による
指定の解除について準用する。

　　　第８章　手数料
第	40条　第９条又は第15条第１項の許可を受けようとする
者は、当該許可の申請の際、次の各号に掲げる許可の区
分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなけれ
ばならない。

　⑴	　第９条の許可の申請　１件につき54,000円（埋立事
業区域が3,000平方メートル未満の場合にあっては、
30,000円）

　⑵	　第15条第１項の許可の申請　１件につき34,000円（埋
立事業区域が3,000平方メートル未満の場合にあって
は、22,000円）

　　　第９章　雑則
　 （報告の徴収）
第	41条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
埋立て等を行った者に対し、埋立て等について、施工の
状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

２	　市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該
埋立て等を委託した者に対し、委託した土砂等の状況そ
の他必要な事項の報告を求めることができる。

３	　市長は、この条例の施行に必要な限度において、埋立
事業区域内の土地所有者等に対し、当該埋立て等を行っ
た者その他必要な事項の報告を求めることができる。

　 （立入検査）
第	42条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
その職員に、埋立て等を行った者又は埋立て等を委託し
た者の管理事務所、事業場その他その事業を行う場所に
立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、試験の用
に供するのに必要な限度において土砂等若しくは排水を
無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。

２	　第37条第７項の規定は、前項の規定により立入検査を
する職員について準用する。

３	　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のた
めに認められたものと解してはならない。

　 （公表）
第	43条　市長は、必要があると認めるときは、次の各号の
いずれかに該当する者の氏名及び住所（法人にあっては、
その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在
地）並びに違反の事実を公表することができる。

　⑴	　第７条、第８条、第27条、第31条又は第33条の規定
による命令に違反した者

　⑵	　第９条又は第15条第１項の規定に違反した者
２	　市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、
あらかじめ、当該公表に係る者に、その理由を通知し、
書面又は口頭により意見を述べ、及び証拠を提出する機
会を与えなければならない。
　 （警察本部長からの意見聴取）
第	44条　市長は、第９条の許可若しくは第15条第１項の規
定による変更の許可又は第26条第１項の承認をしようと
するときは、第13条第１項第１号エ又はシからセまでの
いずれかに該当する事由（同号シからセまでのいずれか
に該当する事由にあっては、同号エに係るものに限る。
次項において同じ。）の有無について、警察本部長の意
見を聴くものとする。
２	　市長は、第28条第１項第５号の規定による許可の取消
しをしようとするときは、第13条第１項第１号エ又はシ
からセまでのいずれかに該当する事由の有無について、
警察本部長の意見を聴くことができる。
　 （協力要請）
第	45条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、
関係行政機関、事業者等、関係団体及び関係者に対し、
必要な協力を要請することができる。
　 （規則への委任）
第	46条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
る。
　　　第10章　罰則
　 （罰則）
第	47条　次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の
懲役又は100万円以下の罰金に処する。
　⑴	　第９条、第15条第１項又は第26条第１項の規定に違
反して、埋立て等を行った者

　⑵	　偽りその他不正の手段により、第９条の許可、第15
条第１項の規定による変更の許可又は第26条第１項の
承認を受けた者

　⑶	　第25条の規定に違反して、第三者に当該許可に係る
埋立て等を行わせた者

　⑷	　第27条第１項から第５項までの規定による命令に違
反した者

　⑸	　第31条の規定による命令に違反した者
　⑹	　第38条の規定に違反した者
第	48条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の
懲役又は100万円以下の罰金に処する。
　⑴	　第７条第２項第１号又は第２号の規定による命令に
違反した者

　⑵	　第８条第２項第１号又は第２号の規定による命令に
違反した者

　⑶	　第27条第６項の規定による命令に違反した者
　⑷	　第33条の規定による命令に違反した者
第	49条　次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の
懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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　⑴	　第７条第２項第３号の規定による命令に違反した者
　⑵	　第８条第２項第３号の規定による命令に違反した者
第	50条　次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下
の罰金に処する。

　⑴	　第18条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者

　⑵	　第19条の規定に違反して、同条の土砂等管理台帳を
作成せず、又は同条に規定する事項を記載せず、若し
くは虚偽の記載をした者

　⑶	　第20条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者

　⑷	　第21条第１項の規定に違反して、同項の水質検査を
行わず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をした者

　⑸	　第21条第２項の規定に違反して、同項の水質検査を
行わず、又は同項の規定による報告をせず、若しくは
虚偽の報告をした者

　⑹	　第21条第３項の規定による報告をせず、又は虚偽の
報告をした者

　⑺	　第22条第１項の規定に違反して、同項の標識を掲示
しなかった者

　⑻	　第22条第３項の規定に違反して、同項の境界標を設
けなかった者

　⑼	　第41条第１項から第３項までの規定による報告をせ
ず、又は虚偽の報告をした者

　⑽	　第42条第１項の規定による立入検査若しくは収去を
拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による
質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
者

第	51条　次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下
の罰金に処する。

　⑴	　第15条第５項、第17条又は第24条第１項の規定によ
る届出をせず、又は虚偽の届出をした者

　⑵	　第29条の規定に違反して、同条の土砂等管理台帳又
は図書の写しを保存しなかった者

　 （両罰規定）
第	52条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第
47条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰
するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑
を科する。

　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例の施行の際現に埋立て等を行っている者につ
いては、この条例の施行の日から起算して３月を経過す
る日までの間は、第９条の規定は、適用しない。その者
がその期間内に同条の許可の申請をした場合において、
許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに
公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第16号
　　　	奈良市国民健康保険条例の一部を改正する条例
　奈良市国民健康保険条例（昭和34年奈良市条例第13号）
の一部を次のように改正する。
　第12条の６中「58万円」を「61万円」に改める。
　第16条第１項中「58万円」を「61万円」に改め、同項第
２号中「28万円」を「28万５千円」に改め、同項第３号中
「51万円」を「52万円」に改め、同条第３項及び第４項中「58
万円」を「61万円」に改める。
　附則第13項中「附則第44条の２第３項」を「附則第44条
の２第５項」に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例による改正後の奈良市国民健康保険条例の規
定は、令和２年度以後の年度分の保険料について適用し、
平成31年度分までの保険料については、なお従前の例に
よる。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市工場立地法準則条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第17号
　　　	奈良市工場立地法準則条例
　 （趣旨）
第	１条　この条例は、工場立地法（昭和34年法律第24号。
以下「法」という。）第４条の２第１項の規定に基づき、
法第４条第１項の規定により公表された準則（工場立地
に関する準則（平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、
通商産業省、運輸省告示第１号。以下「法準則」という。）
に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
　 （定義）
第	２条　この条例において使用する用語の意義は、法にお
いて使用する用語の例による。
　 （	適用区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に
対する割合）

第	３条　法第４条の２第１項に規定する区域並びに当該区
域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面
積に対する割合は、次の表に定めるとおりとする。

区域の範囲

緑地の面積の
敷地面積に対
する割合（以
下「緑地面積
率」という。）

環境施設の面
積の敷地面積
に対する割合
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都市計画法（昭和43年
法律第100号）第８条
第１項第１号に規定す
る準工業地域（以下
「準工業地域」という。）

100分の10以上 100分の15以上

都市計画法第８条第１
項第１号に規定する工
業地域及び工業専用地
域（以下これらを「工
業地域等」という。）

100分の５以上 100分の10以上

都市計画法第７条第３
項に規定する市街化調
整区域及び同法第４条
第２項に規定する都市
計画区域以外の区域
（以下これらを「市街
化調整区域等」という。）

100分の５以上 100分の10以上

２	　前項に規定する緑地面積率を算定する場合において、
工場立地法施行規則（昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、
通商産業省、運輸省令第１号。以下「省令」という。）
第４条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同
条第１号トに掲げる太陽光発電施設と重複する土地の面
積及び建築物屋上等緑化施設（省令第３条に規定する建
築物屋上等緑化施設をいう。）の面積については、敷地
面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合
まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入するこ
とができるものとする。

　 （敷地が２以上の区域にわたる場合の適用）

２�　昭和４９年６月２８日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われ

ている特定工場（以下「既存工場等」という。）において、生産施設の面積の変更（生

産施設の面積の減少を除く。以下同じ。）が行われるときは、第３条の規定に適合する

緑地及び環境施設の面積の算定は、次表に掲げる区分に応じ、同表の式によって行うも

のとする。

区　分 既 存 工
場 等 が
存 す る
区域

当該生産施設の面積の変更に
伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に
伴い設置する環境施設の面積

既 存 工
場 等 が
法 準 則
別 表 第
１ の 上
欄 に 掲
げ る い
ず れ か
の 業 種
に 属 す
る場合

準 工 業
地域

ただし、　　　　　　　　

　 �のときは　　　　　とし、

　　　　　のときは　　とす

る。

ただし、　　　　　　　　　

　　　　のときは　　　　　

　とし、　　　　　のときは

　　とする。

工 業 地
域 等 及
び 市 街
化 調 整
区域等

ただし、　　　　　　　　　

　　　のときは

とし、　　　　　 のときは

　　とする。

ただし、　　　　　　　　　

　 �のときは� とし、

　　　　　のときは　　 と

する。

既 存 工
場 等 が
法 準 則
別 表 第
１ の 上
欄 に 掲
げ る ２
以 上 の
業 種 に
属 す る
場合

準 工 業
地域

ただし、　　　　　　　　　

　　　 のときは

とし、　　　　　のときは

　　とする。

ただし、　　　　　　　　　

　　　　　 �のときは

　 �とし、�　　　　　のとき

は　　とする。

工 業 地
域 等 及
び 市 街
化 調 整
区域等

ただし、　　　　　　　　　

　　　　　 �のときは

　 �とし、�　　　　　のとき

は　　とする。

ただし、　　　　　　　　　

　　　 のときは

とし、　　　　　のときは

　　とする。

γ

γ

γ

γ

γ γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

－ 116 － － 117 －

第	４条　特定工場の敷地が前条第１項に規定する区域又は
当該区域以外の区域のうち２以上の区域にわたる場合に
おける同条の規定の適用については、当該敷地のそれぞ
れの区域に存する部分の面積の敷地面積に対する割合（以
下「敷地割合」という。）につき、同条第１項に規定す
る区域の敷地割合が最も高いときは当該敷地割合が最も
高い区域に係る同条の規定を当該敷地の全部について適
用し、同条第１項に規定する区域以外の区域に存する部
分の敷地割合が最も高いときは同条の規定を当該敷地の
全部について適用しない。
　 （他の地方公共団体の長との協議）
第	５条　市長は、特定工場の敷地が本市に隣接する地方公
共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と
協議し、適切な措置を講ずるものとする。
　 （委任）
第	６条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に
関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　昭和49年６月28日以前に設置されている特定工場又は
設置のための工事が行われている特定工場（以下「既存
工場等」という。）において、生産施設の面積の変更（生
産施設の面積の減少を除く。以下同じ。）が行われると
きは、第３条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積
の算定は、次表に掲げる区分に応じ、同表の式によって
行うものとする。
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	 （令和２年３月31日掲示済）
	

　奈良市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例
に関する条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第18号
　　　	奈良市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の

特例に関する条例
　 （目的）
第	１条　この条例は、地方税法（昭和25年法律第226号）
第６条第１項の規定に基づき、事業者に対する固定資産
税の課税免除を行うことにより、本市における新たな地
域経済牽

けん

引事業を促進し、もって経済の成長発展の基盤
強化を図ることを目的とする。

　 （定義）
第	２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。

　⑴	　地域経済牽引事業　地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化に関する法律（平成19年法
律第40号。以下「法」という。）第２条第１項に規定
する地域経済牽引事業をいう。

　⑵	　促進区域　市内における法第４条第２項第１号に規
定する促進区域をいう。

　⑶	　地域経済牽引事業者　促進区域において地域経済牽
引事業を行う事業者をいう。

　⑷	　地域経済牽引事業計画　法13条第１項に規定する地
域経済牽引事業計画をいう。

　⑸	　対象施設　地域経済牽引事業の促進による地域の成
長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体
等を定める省令（平成19年総務省令第94号）第２条に
規定する対象施設をいう。

　 （課税免除の適用範囲）
第	３条　市長は、地域経済牽引事業者がこの条例の施行の
日以後に奈良県知事により地域経済牽引事業計画の承認
を受け、当該承認を受けた日から令和５年３月31日まで
の間に促進区域において対象施設を設置したときは、当
該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物（当該対象

２�　昭和４９年６月２８日以前に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われ

ている特定工場（以下「既存工場等」という。）において、生産施設の面積の変更（生

産施設の面積の減少を除く。以下同じ。）が行われるときは、第３条の規定に適合する

緑地及び環境施設の面積の算定は、次表に掲げる区分に応じ、同表の式によって行うも

のとする。

区　分 既 存 工
場 等 が
存 す る
区域

当該生産施設の面積の変更に
伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に
伴い設置する環境施設の面積

既 存 工
場 等 が
法 準 則
別 表 第
１ の 上
欄 に 掲
げ る い
ず れ か
の 業 種
に 属 す
る場合

準 工 業
地域

ただし、　　　　　　　　

　 �のときは　　　　　とし、

　　　　　のときは　　とす

る。

ただし、　　　　　　　　　

　　　　のときは　　　　　

　とし、　　　　　のときは

　　とする。

工 業 地
域 等 及
び 市 街
化 調 整
区域等

ただし、　　　　　　　　　

　　　のときは

とし、　　　　　 のときは

　　とする。

ただし、　　　　　　　　　

　 �のときは� とし、

　　　　　のときは　　 と

する。

既 存 工
場 等 が
法 準 則
別 表 第
１ の 上
欄 に 掲
げ る ２
以 上 の
業 種 に
属 す る
場合

準 工 業
地 域

ただし、　　　　　　　　　

　　　 のときは

とし、　　　　　のときは

　　とする。

ただし、　　　　　　　　　

　　　　　 �のときは

　 �とし、�　　　　　のとき

は　　とする。

工 業 地
域 等 及
び 市 街
化 調 整
区域等

ただし、　　　　　　　　　

　　　　　 �のときは

　 �とし、�　　　　　のとき

は　　とする。

ただし、　　　　　　　　　

　　　 のときは

とし、　　　　　のときは

　　とする。

γ

γ

γ

γ

γ γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

γ

－ 116 － － 117 －

　備考	 	表の式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。
　　G	 当該変更に伴い設置する緑地の面積
　　P	 当該変更に係る生産施設の面積
　　γ		 当該既存工場等が属する法準則別表第１の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
　　n	 当該既存工場等が属する業種の個数
　　Pj 	 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
　　γj 	 j業種についての法準則別表第１の下欄に掲げる割合
　　G0		 当該変更に係る届出前に設置されている緑地（当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。

以下同じ。）の面積の合計のうち、昭和49年６月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限
設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

　　S	 当該既存工場等の敷地面積
　　G1		 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
　　E	 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
　　E0		 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設（当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るも

のを含む。以下同じ。）の面積の合計のうち、昭和49年６月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に
伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

　　E1		 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
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施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係る
ものを除く。）又はこれらの敷地である土地（この条例
の施行の日以後に取得したものに限り、かつ、その取得
の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とす
る当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限
る。）に対して課する固定資産税については、当該家屋
又は構築物に対して新たに固定資産税を課することと
なった年度から３年度分に限り、免除することができる。

２	　市長は、前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業
者が次の各号のいずれかに該当するときは、固定資産税
の課税免除を行わないものとする。

　⑴	　市税を滞納しているとき。
　⑵	　奈良市暴力団排除条例（平成24年奈良市条例第24

号）第２条第３号に規定する暴力団等（以下「暴力団
等」という。）であるとき、又は法人その他の団体にあっ
ては、その役員若しくは事業所の代表者が暴力団等で
あるとき、若しくは暴力団等を支援する等暴力団等と
不当な関わりを有するとき。

　 （課税免除の申請及び通知）
第	４条　前条第１項の規定による免除を受けようとする地
域経済牽引事業者は、免除を受けようとする各年度の初
日の属する年の１月31日までに、規則で定めるところに
より市長に申請しなければならない。

２	　市長は、前項の規定による申請があったときは、これ
を審査の上、免除の可否を決定し、当該申請をした者に
通知するものとする。

　 （申請内容の変更等の届出）
第	５条　前条第２項の規定により課税免除の決定を受けた
地域経済牽引事業者は、同条第１項の規定による申請の
内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届
け出なければならない。

　 （課税免除の承継）
第	６条　第４条第２項の規定による課税免除の決定を受け
た地域経済牽引事業者に組織再編（会社法（平成17年法
律第86号）第２条第27号から第32号までに規定する行為
及び事業の一部又は全部の譲渡その他これらに類するも
のをいう。）が生じた場合は、対象施設が引き続き当該
組織再編が生じる前と同様の地域経済牽引事業の用に供
されているときに限り、当該地域経済牽引事業の承継者
は、その旨を市長に届け出ることによって、同項の規定
により課税免除の決定を受けた期間の残期間について当
該地域経済牽引事業者の地位を承継することができる。

　 （課税免除の取消し）
第	７条　市長は、第４条第２項の規定により課税免除の決
定を受けた地域経済牽引事業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、当該課税免除の決定を取り消すことが
できる。
　⑴	　地域経済牽引事業計画の承認が取り消されたとき。
　⑵	　偽りその他不正の行為により固定資産税の課税免除
を受けたとき。

　⑶	　第３条第２項各号のいずれかに該当するとき。
　⑷	　地域経済牽引事業の廃止又は休止があったとき。
　⑸	　前各号に掲げるもののほか、市長が固定資産税の課
税免除を行うことが適当でないと認めるとき。

　 （委任）
第	８条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に
関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市伝統的家屋交流施設条例を廃止する条例をここに
公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第19号
　　　	奈良市伝統的家屋交流施設条例を廃止する条例
　奈良市伝統的家屋交流施設条例（平成17年奈良市条例第
49号）は、廃止する。
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市道路占用料に関する条例等の一部を改正する条例
をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第20号
　　　	奈良市道路占用料に関する条例等の一部を改正する

条例
　 （奈良市道路占用料に関する条例の一部改正）
第	１条　奈良市道路占用料に関する条例（昭和28年奈良市
条例第11号）の一部を次のように改正する。
　　別表備考以外の部分を次のように改める。

　別表（第２条関係）

占　　　用　　　物　　　件 単　　　位 占　用　料

法第32条第１項第１
号に掲げる工作物

第一種電柱 １本につき１年 730円

第二種電柱 1,100円

第三種電柱 1,500円

第一種電話柱 650円
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第二種電話柱 1,000円

第三種電話柱 1,400円

その他の柱類 65円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつ
き１年

７円

地下に設ける電線その他の線類 ４円

路上に設ける変圧器 １個につき１年 640円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メー
トルにつき１年

390円

変圧塔その他これに類するもの及び公
衆電話所

１個につき１年 1,300円

郵便差出箱及び信書便差出箱 550円

広告塔 表示面積１平方メー
トルにつき１年

4,300円

その他のもの 占用面積１平方メー
トルにつき１年

1,300円

法第32条第１項第２
号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの 長さ１メートルにつき
１年

27円

外径が0.07メートル以上0.1メートル
未満のもの

39円

外径が0.1メートル以上0.15メートル
未満のもの

59円

外径が0.15メートル以上0.2メートル
未満のもの

78円

外径が0.2メートル以上0.3メートル	
未満のもの

120円

外径が0.3メートル以上0.4メートル	
未満のもの

160円

外径が0.4メートル以上0.7メートル	
未満のもの

270円

外径が0.7メートル以上１メートル	
未満のもの

390円

外径が１メートル以上のもの 780円

法第32条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方メート
ルにつき１年

1,300円

法第32条第１項第５
号に掲げる施設

地下街及び地下室 階数が１のもの Ａに0.005を乗じて得
た額

階数が２のもの Ａに0.008を乗じて得
た額

階数が３以上のも
の

Ａに0.01を乗じて得
た額

上空に設ける通路 2,100円

地下に設ける通路 1,300円

その他のもの 1,300円

法第32条第１項第６
号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時
的に設けるもの

占用面積１平方メート
ルにつき１日

43円
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その他のもの 占用面積１平方メート
ルにつき１月

430円

道路法施行令（昭和
27年政令第479号。以
下「令」という。）第
７条第１号に掲げる
物件

看板（アーチであ
るものを除く。）

一時的に設けるも
の

表示面積１平方メート
ルにつき１月

430円

その他のもの 表示面積１平方メート
ルにつき１年

4,300円

標識 １本につき１年 1,000円

旗ざお 祭礼、縁日その他
の催しに際し、一
時的に設けるもの

１本につき１日 43円

その他のもの １本につき１月 430円

幕（令第７条第４
号に掲げる工事用
施設であるものを
除く。）

祭礼、縁日その他
の催しに際し、一
時的に設けるもの

その面積１平方メート
ルにつき１日

43円

その他のもの その面積１平方メート
ルにつき１月

430円

アーチ 車道を横断するも
の

１基につき１月 4,300円

その他のもの 2,100円

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号に掲げる工
事用材料

占用面積１平方メート
ルにつき１月

430円

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号に掲げる施
設

130円

令第７条第９号に掲
げる施設

建築物 占用面積１平方メート
ルにつき１年

Ａに0.014を乗じて得
た額

その他のもの Ａに0.01を乗じて得
た額

その他前各項により難い占用物件 前各項に準じて市長が定める額

　	　別表備考中第10項を第11項とし、第９項を第10項とし、
第８項の次に次の１項を加える。

　　　９	　占用の期間が１月未満であるときの占用料の額
は、この表の規定により計算した額に100分の110
を乗じて得た額とする。

　 （奈良市準用河川管理条例の一部改正）
第	２条　奈良市準用河川管理条例（平成12年奈良市条例第
７号）の一部を次のように改正する。
　　別表の１の表備考以外の部分を次のように改める。

　　１　流水・土地占用料

区　　分 種　　　　　　　別 単　　　位 占　用　料 摘　要

流水占用料 鉱工業その他の用に供するもの 毎秒１リットル
１年につき

5,230円

土地占用料 第一種電柱 １本
１年につき

730円 組立鉄柱
又はＨ柱
は２本と
みなす。

第二種電柱 １本
１年につき

1,100円

第三種電柱 １本
１年につき

1,500円

第一種電話柱 １本
１年につき

650円 組立鉄柱
又はＨ柱
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第二種電話柱 １本
１年につき

1,000円 は２本と
みなす。

第三種電話柱 １本
１年につき

1,400円

公衆電話所 １個
１年につき

1,300円

埋
設
又
は
架
設
管
類

外径が40センチメートル未満
のもの

１メートル
１年につき

160円

外径が40センチメートル以上
70センチメートル未満のもの

１メートル
１年につき

270円

外径が70センチメートル以上
100センチメートル未満のも
の

１メートル
１年につき

390円

外径が100センチメートル以
上のもの

１メートル
１年につき

780円

仮設建築物 １平方メートル
１月につき

130円 露店、工
事用建築
物その他
これに類
するもの

通路橋、通路 １平方メートル
１年につき

1,270円

その他前各項により難い工作物 １平方メートル
１年につき

2,600円

原形のままの占用 １平方メートル
１年につき

130円 農耕地、
採草地等

養魚 １平方メートル
１年につき

350円

　	　別表の１の表備考中第６項を第７項とし、第５項を第
６項とし、第４項の次に次の１項を加える。

　　　５	　占用の期間が１月未満であるときの占用料の額
は、この表の規定により計算した額に100分の110
を乗じて得た額とする。

　	　別表の２の表転石の項中「630円」を「640円」に、「1,280
円」を「1,300円」に、「5,840円」を「5,940円」に改め、
同表備考中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項
を加える。

　　　２	　採取料の額は、この表の規定により計算した額
に100分の110を乗じて得た額とする。

　 （奈良市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正）
第	３条　奈良市法定外公共物の管理に関する条例（平成16
年奈良市条例第23号）の一部を次のように改正する。
　	　第５条第２項第２号中「1,160円」を「1,270円」に改め、
同条第３項中「の第６項及び第７項」を「第６項、第７
項及び第９項及から第11項まで」に改める。
　 （奈良市都市公園条例の一部改正）
第	４条　奈良市都市公園条例（昭和46年奈良市条例第14号）
の一部を次のように改正する。
　　別表の２の表備考以外の部分を次のように改める。

　　２　都市公園を占用する場合

占　　用　　物　　件 単　位 期　間 金　　額

電柱、電線、
変圧塔その他
これらに類す
るもの

第一種電柱 １本 １年 730円

第二種電柱 1,100円

第三種電柱 1,500円

第一種電話柱 650円

第二種電話柱 1,000円
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　	　別表の２の表備考第７項中「占用料」を「使用料」に
改め、同項を同表備考第８項とし、同表備考第６項中「占
用料」を「使用料」に改め、同項を同表備考第７項とし、
同表備考第５項の次に次の１項を加える。

　　　６	　占用物件に係る使用の期間が１月未満である場

合の使用料の額は、この表の規定により計算した
額に100分の110を乗じて得た額とする。

　　別表の３の表備考に次の１項を加える。
　　　３	　使用料の額は、この表の規定により計算した額

に100分の110を乗じて得た額とする。

第三種電話柱 1,400円

その他の柱類 65円

共架電線その他上空に設ける線類 １メートル １年 ７円

地下に設ける電線その他の線類 ４円

地表に設ける変圧器 １個 １年 640円

地下に設ける変圧器 １平方メートル １年 390円

簡易型携帯電話システム無線基地局 １基 １年 1,300円

変圧塔その他これに類するもの １個 １年 1,300円

水道管、下水
道管、ガス管
その他これら
に類するもの

外径が0.07メートル未満のもの １メートル １年 27円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満
のもの

39円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満
のもの

59円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満
のもの

78円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満
のもの

120円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満
のもの

160円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満
のもの

270円

外径が0.7メートル以上１メートル未満の
もの

390円

外径が１メートル以上のもの 780円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施
設で地下に設けるもの

１平方メートル １年 1,300円

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個 １年 550円

公衆電話所 1,300円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催
しのため設ける仮設工作物

１平方メートル １月 430円

標識 １本 １年 1,000円

防火用貯水槽で地下に設けるもの １平方メートル １年 1,300円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 １平方メートル １月 430円

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

その他前各項により難い占用物件 前各項に準じて市長が定める額
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　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例の施行の際、現に道路法（昭和27年法律第
180号）第32条第１項の規定により道路の占用の許可を
受けている者又は現に占用している者の当該占用に係る
占用料の額については、第１条の規定による改正後の奈
良市道路占用料に関する条例別表の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

３	　この条例の施行の際、現に河川法（昭和39年法律第
167号）第100条第１項において準用する同法第23条又は
第24条の規定により河川の占用等の許可を受けている者
又は現に占用等をしている者の当該占用等に係る流水占
用料等の額については、第２条の規定による改正後の奈
良市準用河川管理条例別表の規定にかかわらず、なお従
前の例による。

４	　この条例の施行の際、現に奈良市法定外公共物の管理
に関する条例第４条第１項の規定により許可を受けてい
る者又は現に占用している者の当該占用に係る占用料の
額については、第３条の規定による改正後の奈良市法定
外公共物の管理に関する条例第５条第２項第２号及び第
３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

５	　この条例の施行の際、現に都市公園法（昭和31年法律
第79号）第６条第１項又は第３項の規定により都市公園
の使用の許可を受けている者又は現に使用している者の
当該使用に係る使用料の額については、第４条の規定に
よる改正後の奈良市都市公園条例別表の規定にかかわら
ず、なお従前の例による。

	 （令和２年３月31日掲示済）
	

　奈良市学校給食センター条例の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第21号
　　　	奈良市学校給食センター条例の一部を改正する条例
　奈良市学校給食センター条例（平成17年奈良市条例第61
号）の一部を次のように改正する。
　第２条の表奈良市月ヶ瀬学校給食センターの項を削る。
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及
び奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例をここに公布する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第22号
　　　	奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条

例及び奈良市病院事業の設置等に関する条例の一部
を改正する条例

　次に掲げる条例の規定中「第243条の２第８項」を「第
243条の２の２第８項」に改める。
　⑴	　奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条
例（昭和41年奈良市条例第28号）第６条

　⑵	　奈良市病院事業の設置等に関する条例（平成15年奈
良市条例第47号）第６条

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
	 （令和２年３月31日掲示済）

	
　奈良市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布
する。
　令和２年３月31日
　　　　　　　　　　　　　奈良市長　仲　川　元　庸
奈良市条例第23号
　　　	奈良市介護保険条例の一部を改正する条例
　奈良市介護保険条例（平成12年奈良市条例第13号）の一
部を次のように改正する。
　第４条第２項中「令和元年度及び」及び「の各年度」を
削り、「26,300円」を「21,000円」に改め、同条第３項中「令
和元年度及び」及び「の各年度」を削り、「26,300円」を
「21,000円」に、「40,300円」を「31,600円」に改め、同条第
４項中「令和元年度及び」及び「の各年度」を削り、「26,300
円」を「21,000円」に、「47,300円」を「45,600円」に改める。
　　　附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　 （経過措置）
２	　この条例による改正後の奈良市介護保険条例第４条の
規定は、令和２年度分の保険料から適用し、令和元年度
以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。	
	 （令和２年３月31日掲示済）
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